
合併するとどうなるか

Ｑ　合併で津久井郡３町のサービスは良くなるとのことだ
が、現在津久井郡にある保健所、土木事務所、福祉事務所
（いずれも県の組織）はなくなって、津久井郡の人たちへ
のサービスが低下するのではないか。
Ａ　＜小川＞　相模原市は、中核市及び保健所政令市であ
るため、津久井郡３町と合併した場合、現在３町の区域で
神奈川県が行っている事務のうち、中核市の事務や保健所
の事務、福祉事務所の事務などは、新市に移管されること
となります。移管にあたっては、従来県が行っていたサー
ビス水準を落とさないように調整を進めてまいりたいと考
えております。

Ｑ　相模原市民の市民税、固定資産税、保険料などが上が
ることになるのではないかと心配している。その意味で、
議員、職員の人数、給与／報酬はどうなるのか知りたい。
３町の職員の給料が市職員と同じになるなら、合併の意味

はない。人件費を減らしてこそ合併のメリットが出るはず
だ。 
　また、経費削減効果２２８億円とのことだが、実現性のあ
る数字なのか。
Ａ　＜小川＞　議会の議員については、報酬等は相模原市
の制度に統一することとなりますが、現在１市３町合計で
９２人の議員が、合併後は５１人となり、大幅に減少します。
また、３町の町長、助役、収入役などの特別職が全員失職
します。３町の一般職の職員は、すべて新市に引き継ぐこ
ととなりますが、町の総務や企画部門が新市の本庁組織に
統合され、職員数の削減が可能となると考えます。また、
職員の給与については、適正な水準となるよう調整してま
いります。このように合併によって効率的な行財政運営が
図られることとなります。なお、合併により市民の税金が
高くなることはありませんが、保険料等については、合併
の有無にかかわらず定期的に見直し等を行っておりますの
で、この中で適正な負担が決まることとなります。

　次に経費削減効果の実現性についてですが、合併に伴い、
総務や企画などの管理部門の統合やスリム化を進めるとと
もに、引き続き、事務事業の見直しや委託化を推進するこ
となどにより、経費の削減ができるものと考えています。

Ｑ　市の木・花・鳥などについて・・・新市の将来ビジ
ョンとして「水源地域を含む自然豊かなまち」が主張さ
れている。新しい市の顔となるものと考えると、編入合
併だからといってそのまま相模原市のものを引き継ぐ必
要もなく、合併後にも議論の機会があっても良いのでは
ないか。
Ａ　＜小川＞　市の木や花、鳥など、市のシンボルとなる
ものは、合併時には相模原市のものに統一することになり
ますが、新市の実情にそぐわなくなるものなど、改定の必
要があるものについては、ご意見のとおり、新しい市にお
いて検討すべきものと考えております。

３面へ続く

　１面でお知らせいたしましたとおり、相模原・津久井地域合併協議会主催の「市町村合併シンポジウム」を開催いたしましたところ、会場にお越し
いただいた皆様から市町村合併に関するご意見やご質問を多数いただきました。時間の関係でお答えできなかったご質問に対して紙面にてお答えさせ
ていただきます。なお、今回掲載しきれなかったご質問に対するお答えは、次号の「合併協議会だより」に掲載する予定です。ご質問につきましては、
類似のものをとりまとめ要旨としておりますのでご了承ください。


